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議第255号

京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

　京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例を次のように制定す

る。

平成26年９月19日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

京都市青少年活動センター条例の一部を改正する条例

　京都市青少年活動センター条例の一部を次のように改正する。

　別表第１京都市下京青少年活動センターの項中「京都市下京区西七条北東

野町90番地」を「京都市下京区川端町13番地」に改める。

　別表第２京都市下京青少年活動センターの項を次のように改める。

京都市下
京青少年
活動セン
ター

多 目 的 ホ ー ル

１室につき１時間

920　 1,950　

大会議室Ａ及び大会議室Ｂ 610　 1,230　

中会議室Ａ及び中会議室Ｂ 410　 820　

小会議室Ａ，小会議室Ｂ及
び小会議室Ｃ 200　 410　

和 室 200　 410　

武 道 場 820　 1,640　

音 楽 ス タ ジ オ 720　 1,540　

ト レ ー ニ ン グ ル ー ム １人につき１回 300　 610　

附 則

（施行期日）

１　この条例は，平成27年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，

公布の日から施行する。

（準備行為）
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２　使用の許可の申請その他京都市下京青少年活動センターを供用するため

に必要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことができる。

提案理由

　京都市下京青少年活動センターの位置を変更する等の必要があるので提案

する。


